
 

付録第１（第１の１（１）関係） 

Ａ 
・Ｂ 

３ 

（備考） 

１ Ａは、当該知事管理区分における特定水産資源の直近５日間（第２の１（１）の表

の左欄に掲げる割合を超えた日を含む５日間とする。）の漁獲量のうち上位３日間の

ものの合計とする。 

２ Ｂは、当該直近５日間の翌日から管理年度の末日までの日数とする。 

付録第２（第１の１（１）関係） 

Ｃ － Ｄ 

（備考） 

１ Ｃは、当該知事管理区分における知事管理漁獲可能量とする。 

２ Ｄは、当該管理年度の初日から当該直近５日間（第２の１（１）の表の左欄に掲げ

る割合を超えた日を含む５日間とする。）の末日までの当該知事管理区分における特

定水産資源の漁獲量の総量とする。 

付録第３（第１の２関係） 

Ａ 
・Ｂ 

３ 
 

（備考） 

１ Ａは、任意の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の

直近５日間（当該全ての知事管理区分における漁獲量の総量の当該全ての知事管理区

分に係る知事管理漁獲可能量の合計に占める割合が 85 パーセントを超えた日を含む

５日間とする。）の漁獲量のうち上位３日間のものの合計とする。 

２ Ｂは、当該直近５日間の翌日から管理年度の末日までの日数とする。 

付録第４（第１の２関係） 

Ｃ － Ｄ 

（備考） 

１ Ｃは、任意の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における知事管理漁獲可能量

の合計とする。 

２ 当該管理年度の初日から当該直近５日間（当該特定水産資源に係る全ての知事管理

区分における漁獲量の総量の当該全ての知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量の合

計に占める割合が 85パーセントを超えた日を含む５日間とする。）の末日までの当該

全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量とする。 

付録第５（第２の１（１）関係） 

Ａ 
・Ｂ 

３ 

（備考） 

１ Ａは、当該知事管理区分におけるくろまぐろの直近５日間（第２の１（１）の表の

左欄に掲げる割合を超えた日を含む５日間とする。）の漁獲量のうち上位３日間のも



 

のの合計とする。 

２ Ｂは、当該直近５日間の翌日から管理年度の末日までの日数とする。 

付録第６（第２の１（１）関係） 

Ｃ － Ｄ 

（備考） 

１ Ｃは、当該知事管理区分における知事管理漁獲可能量とする。 

２ Ｄは、当該管理年度の初日から当該直近５日間（第２の１（１）の表の左欄に掲げ

る割合を超えた日を含む５日間とする。）の末日までの当該知事管理区分におけるく

ろまぐろの漁獲量の総量とする。 

付録第７（第２の２関係） 

Ａ 
・Ｂ 

３ 

（備考） 

１ Ａは、くろまぐろに係る全ての知事管理区分におけるくろまぐろの直近５日間（当

該全ての知事管理区分における漁獲量の総量の当該全ての知事管理区分に係る知事管

理漁獲可能量の合計に占める割合が 85パーセントを超えた日を含む５日間とする。）

の漁獲量のうち上位３日間のものの合計とする。 

２ Ｂは、当該直近５日間の翌日から管理年度の末日までの日数とする。 

付録第８（第２の２関係） 

Ｃ － Ｄ 

（備考） 

１ Ｃは、くろまぐろに係る全ての知事管理区分における知事管理漁獲可能量の合計と

する。 

２ 当該管理年度の初日から当該直近５日間（くろまぐろに係る全ての知事管理区分に

おける漁獲量の総量の当該全ての知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量の合計に占

める割合が 85パーセントを超えた日を含む５日間とする。）の末日までの当該全ての

知事管理区分におけるくろまぐろの漁獲量の総量とする。 


